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国
が
、
昭
和
53
年
に
設
楽
ダ
ム

の
実
施
計
画
調
査
に
着
手
し
て
か

ら
30
年
の
歳
月
が
経
ち
ま
し
た
。 

こ
の
間
、
ダ
ム
の
調
査
や
計
画

の
検
討
段
階
を
踏
ま
え
、
河
川
整

備
計
画
の
策
定
や
環
境
影
響
評
価

な
ど
各
手
続
き
を
経
て
、
こ
の
10

月
27
日
に
設
楽
ダ
ム
の
「
基
本
計

画
」
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。 

今
日
ま
で
、
地
元
の
水
没
等
地

権
者
・
設
楽
ダ
ム
対
策
協
議
会
の

皆
様
は
も
と
よ
り
、
設
楽
町
、
町

議
会
、
そ
し
て
愛
知
県
、
下
流
市

町
の
関
係
機
関
の
多
く
の
方
々

に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、

こ
の
た
び
、「
設
楽
ダ
ム
建
設
に
伴

う
損
失
補
償
基
準
」
を
設
楽
ダ
ム

対
策
協
議
会
に
提
示
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

今
後
、
こ
の
損
失
補
償
基
準
を

関
係
者
へ
ご
説
明
し
て
、
合
意
を

得
ら
れ
た
後
、
各
個
人
と
の
用
地

交
渉
に
入
っ
て
い
く
予
定
で
す
。 

水
没
等
地
権
者
の
方
々
の
生
活

再
建
と
設
楽
町
の
地
域
再
生
に
向

け
て
、
関
係
機
関
と
も
調
整
を
図

り
な
が
ら
ダ
ム
事
業
者
と
し
て
、

全
力
で
対
応
し
て
参
り
ま
す
。 

10 月 28日に、設楽町役場議場において、設楽町加藤町長と、豊川水系対策本部永井副本部長の立会い 

のもと、設楽ダム対策協議会に「設楽ダム建設に伴う損失補償基準」を提示しました。 

損失補償基準提示から契約までの流れ

説

明

会

開

催

契

約

損

失

補

償

基

準

に

合

意

（
妥

結

）

個
別
の
用
地
交
渉

損

失

補

償

基

準

（

提

示

）

地区名 会場 開催予定日 開催時間 地区名 会場 開催予定日 相談時間

八 橋 八橋老人憩いの家 １１月４日（火） １９時～ 八 橋 八橋老人憩いの家 １１月１７日（月） ※

川 向 川向作業所 １１月５日（水） １９時～ 川 向 川向作業所 １１月１８日（火） ※

大 名 倉 大名倉作業所 １１月６日（木） １９時～ 大 名 倉 大名倉作業所 １１月１９日（水） ※

松 戸 松戸公民館 １１月７日（金） １９時～ 松 戸 松戸公民館 １１月２０日（木） ※

小松・長江 小松公会堂 １１月１４日（金） １９時～ 小松・長江 小松公会堂 １１月２１日（金） ※

田 口 田口特産物振興センター １１月１２日（水） １９時～ 田 口 設楽ダム相談所 １１月２５日（火） ※

※ 相談時間１０時～１２時、１３時～１７時、１８時～２０時

◆町外の地権者の方につきましては、別途ご連絡致します

町内地区別説明会開催 町内地区別相談会



昨年放流 た ギギを  今年度 ネ ギギ ちゃん  
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